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平成２６年度障害保健福祉関係予算案の概要

（２５年度予算額） （２６年度予算案）

（１）平成２６年度障害保健福祉部予算案について

■ 障害福祉サービスの確保、地域生活支援などの障害児・障害者支援の推進

（２５年度予算額） （２６年度予算案）
１兆３，９８２億円 １兆５，０１９億円（対前年度＋１，０３７億円、＋７．４％） （うち復興特会） ５７億円

【 主 な 施 策 】 （対前年度増▲減額）

■ 障害福祉サ ビスの確保、地域生活支援などの障害児 障害者支援の推進
１兆４，７３９億円（＋１，０５４億円）

◇良質な障害福祉サービス等の確保 ９，０７２億円（＋８４２億円）

◇地域生活支援事業の着実な実施 ４６２億円（＋ ２億円）

◇障害福祉サービス提供体制の整備 ３０億円（▲ ２２億円）
※他に、平成25年度補正予算案で148億円を計上。

◇障害児・障害者への良質かつ適切な医療の提供 ２，２１７億円（＋ ３１億円）

◇地域における障害児支援の推進 ８９７億円（＋２２６億円）◇地域における障害児支援の推進 ８９７億円（＋２２６億円）

◇重度訪問介護などの利用促進に係る市町村支援事業 ２２億円（± ０億円）

◇障害者の自立支援機器の開発促進（新規） １．５億円

◇芸術活動の支援の推進（一部新規） １．３億円（＋ １億円） 等

■ 地域移行・地域定着支援などの精神障害者施策の推進 ２３２億円（▲ ４億円）
◇精神科救急医療体制整備事業費 １９億円（▲ １億円）
◇認知行動療法の普及の推進 １億円（± ０億円） 等

■ 障害者に対する就労支援の推進 億円（▲ 億円）

◇芸術活動の支援の推進（ 部新規） １．３億円（＋ １億円） 等

■ 障害者に対する就労支援の推進 １１億円（▲ １億円）
◇工賃向上のための取組の推進 ３．１億円（▲ １．２億円） 等

■ 自殺・うつ病対策の推進 ４．４億円（＋０．２億円）
◇自殺対策に取り組む民間団体への支援 １．３億円（＋０．３億円） 等

■ 東日本大震災からの復興への支援 ３２億円（▲ ７億円）
◇障害福祉サービス事業所などの災害復旧経費（復興） ８億円（▲ １．６億円）

◇被災地心のケア支援体制の整備（復興） １８億円（± ０億円） 等
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障害福祉サービス等予算の推移

障害福祉サービス関係予算額は義務的経費化により10年間で２倍以上に増加している。

10000

11000
障害児措置費・給付費

自立支援給付

9,314億円
（+10.8%）

億

（億円） 10,374億円
（+11.4%）

840億円

8000

9000
地域生活支援事業

7,346億円
（+9.4%）

8,406億円
（+14.4%）

6,716億円
（+12 1%）

522億円

625億円

6000

7000

（+12.1%）
5,989億円
（+2.5%）

5,840億円
（+8.6%）5,380億円

（+10.0%）

7,434億円
8,229億円

507億円
495億円 478億円

557億円

560億円

4,893億円
（+13.5%）

9,072億円

4000

5000

4 473億円
4,945億円

5,071億円
5,719億円

6,341億円

, 億円

518億円

507億円

365億円

4,312億円

2000

3000
4,473億円

4,175億円

3,947億円

0

1000

平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度案

200億円 400億円 400億円 440億円 440億円 445億円 450億円 460億円 462億円

（注１）平成18年度については、自立支援法施行前の支援費、自立支援法施行後の自立支援給付、地域生活支援事業等を積み上げた
予算額である。（自立支援法は平成18年4月一部施行、同年10月完全施行）

（注２）平成20年度の自立支援給付費予算額は補正後予算額である。
（注３）平成21年度の障害児措置費・給付費予算額は補正後予算額である。
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社会福祉施設等の耐震化・防火対策等の推進
（社会福祉施設等施設整備費補助金）

25年度補正予算（案） ： 148億円25年度補正予算（案） ： 148億円

＜目的＞
障害児・者が住み慣れた地域で安全かつ安心して暮らすためスプリンクラー整備、耐震化や基盤整備等を推進する。

＜概要＞
① 防災・安全対策の強化

・ 防火・安全対策の強化のため、グループホーム等のスプリンクラー整備等を行う社会福祉法人等に対して支援を行う。
策 支・ 障害者施設の耐震化、津波対策としての高台への移転又は補強を行う社会福祉法人等に対して支援を行う。

② グループホーム等の整備促進
・ 障害児・者が住み慣れた地域で暮らすために基盤整備を図ること等を目的として、グループホームや就労継続支援事業所等

整備 行 社会福祉 等 支援 行の整備を行う社会福祉法人等に対して支援を行う。

スプリンクラー グループホーム
【スキーム図】

補助 補助

【スキ ム図】

都道府県
指定都市
中核市

補助
1/2

補助
3/4

国
（一般会計）

社会福祉法人
医療法人 等

障害児施設就労継続支援事業所
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社会福祉施設等の耐震化・防火対策等の推進
（社会福祉施設等災害復旧費補助金）

25年度補正予算（案） 0 5億円25年度補正予算（案） ： 0.5億円

＜目的＞＜目的＞
自然災害により被災した障害者施設等の早期復旧を図る。

＜概要＞
淡路島付近を震源とする地震（25年４月、震度６弱）や山口県で発生した豪雨災害（25年７月）により被災したケアホーム等の淡路島付近を震源とする地震（25年４月、震度６弱）や山口県で発生した豪雨災害（25年７月）により被災したケアホ ム等の

障害者施設の復旧を行う社会福祉法人等に対して支援を行う。

淡路島付近を震源とする地震【スキーム図】

都道府県
指定都市
中核市

補助
1/2

補助
3/4国

（一般会計）

社会福祉法人
医療法人 等

山口県で発生した豪雨災害中核市 山口県で発生した豪雨災害
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２ 障害者総合支援法の平成26年度
施 等施行等について
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（１）障害者総合支援法の平成26年度施行について

○ 平成24年に成立した「地域社会における共生の実現に向けて新たに障害保健福祉施策○ 平成24年に成立した「地域社会における共生の実現に向けて新たに障害保健福祉施策

を講ずるための関係法律の整備に関する法律（平成24年法律第51号）」は平成25年４月

と平成26年４月の２段階施行となっている。

○ 平成26年４月には、

① 重度訪問介護の対象拡大① 重度訪問介護の対象拡大

② 共同生活介護と共同生活援助の一元化

③ 地域移行支援の対象拡大

④ 障害程度区分から障害支援区分への見直し の施行が行われることとなる。

○ 現在、法施行に伴う省令や告示、通知等の改正作業を行っているところであるが、都○ 現在、法施行に伴う省令や告示、通知等の改正作業を行っていると ろであるが、都

道府県におかれては、改正省令等の周知とともに、本年４月の円滑な施行に向けた準備

や管内市町村に対して必要な助言・指導を行うなど、特段の御配慮をお願いしたい。
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１ 趣旨

地域社会における共生の実現に向けて
新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律の概要

（平成２４年６月２０日成立 同６月２７日公布）

障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて、地域社会における共生の実現に向けて、障害福祉サービスの充実等障害者の
日常生活及び社会生活を総合的に支援するため、新たな障害保健福祉施策を講ずるものとする。

１．趣旨

２．概要

（平成２４年６月２０日成立、同６月２７日公布）

５．障害者に対する支援

１．題名
「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的

に支援するための法律（障害者総合支援法）」とする。

２．基本理念
法に基づく日常生活 社会生活の支援が 共生社会を実現するため

障害者に対する支援
① 重度訪問介護の対象拡大（重度の肢体不自由者等であって常時
介護を要する障害者として厚生労働省令で定めるものとする）

② 共同生活介護（ケアホーム）の共同生活援助（グループホーム）へ
の一元化

③ 地域移行支援の対象拡大(地域における生活に移行するため重点
法に基づく日常生活・社会生活の支援が、共生社会を実現するため、

社会参加の機会の確保及び地域社会における共生、社会的障壁の
除去に資するよう、総合的かつ計画的に行われることを法律の基本
理念として新たに掲げる。

３．障害者の範囲（障害児の範囲も同様に対応。）

③ 域移行支援 象拡 域 活 移行す 点
的な支援を必要とする者であって厚生労働省令で定めるものを加える）

④ 地域生活支援事業の追加（障害者に対する理解を深めるための
研修や啓発を行う事業、意思疎通支援を行う者を養成する事業等）

６．サービス基盤の計画的整備
① 障害福祉サービス等の提供体制の確保に係る目標に関する事項

「制度の谷間」を埋めるべく、障害者の範囲に難病等を加える。

４．障害支援区分の創設
「障害程度区分」について、障害の多様な特性その他の心身の状態

に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを総合的に示す「障害
支援区分」に改める。

① 障害福祉サ ビス等の提供体制の確保に係る目標に関する事項
及び地域生活支援事業の実施に関する事項についての障害福祉
計画の策定

② 基本指針・障害福祉計画に関する定期的な検証と見直しを法定化
③ 市町村は障害福祉計画を作成するに当たって、障害者等のニーズ
把握等を行うことを努力義務化

平成２５年４月１日（ただし ４ 及び５ ①～③については 平成２６年４月１日）

支援区分」に改める。
※ 障害支援区分の認定が知的障害者・精神障害者の特性に応じて

行われるよう、区分の制定に当たっては適切な配慮等を行う。

３．施行期日

把握等を行うことを努力義務化
④ 自立支援協議会の名称について、地域の実情に応じて定められる
よう弾力化するとともに、当事者や家族の参画を明確化

平成２５年４月１日（ただし、４．及び５．①～③については、平成２６年４月１日）

① 常時介護を要する障害者等に対する支援、障害者等の移動の支援、障害者の就労の支援その他の障害福祉サービスの在り方
② 障害支援区分の認定を含めた支給決定の在り方
③ 障害者 意思決定支援 在り方 障害福祉サ ビ 利用 観点から 成年後見制度 利用促進 在り方

４．検討規定（障害者施策を段階的に講じるため、法の施行後３年を目途として、以下について検討）

③ 障害者の意思決定支援の在り方、障害福祉サービスの利用の観点からの成年後見制度の利用促進の在り方
④ 手話通訳等を行う者の派遣その他の聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害者等に対する
支援の在り方

⑤ 精神障害者及び高齢の障害者に対する支援の在り方
※上記の検討に当たっては、障害者やその家族その他の関係者の意見を反映させる措置を講ずる。

－10－



１．平成２５年４月施行分

障害者総合支援法の施行に関わる主な検討課題

障害者の範囲 の難病等の追加

平成 年 月施行分 法施行後 年（平成 年 月）

難病等の範囲は、厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会での議論を踏まえ、当面、市町村の補助事業(難病
患者等居宅生活支援事業)の対象疾病と同じ範囲として施行(平成25年１月18日に対象疾患を定める政令を公布済み)。

障害者の範囲への難病等の追加

２．平成２６年４月施行分 ３．法施行後３年（平成２８年４月）
を目途とした見直し

平成２４年度 約２００市区町村の協力の下、障害程度区分の

障害支援区分

常時介護を要する障害者等に対する支援、障
害者等の移動の支援 障害者の就労の支援そ認定に関する詳しいデータを収集し、知的障害・精神障害の

二次判定での引上げ要因の詳細な分析等を実施。

平成２５年度 新たな調査項目による認定調査やこれに基づく
障害支援区分の判定について 約１００程度の市区町村で

障害支援区分の認定を含めた支給決定の在り
方

害者等の移動の支援、障害者の就労の支援そ
の他の障害福祉サービスの在り方

障害支援区分の判定について、約１００程度の市区町村で
モデル事業を実施して、新たな判定式を確定。
また、市区町村が使用する障害支援区分判定ソフトの開発や
認定調査員マニュアルの改正も行う。

方

障害者の意思決定支援の在り方、障害福祉
サービスの利用の観点からの成年後見制度の
利用促進の在り方

重度訪問介護の対象拡大

現行の重度の肢体不自由者に加え、重度の知的・精神障害者
であって行動障害を有するものに対象を拡大。これに伴い、指
定基準省令や報酬告示等を改正

手話通訳等を行う者の派遣その他の聴覚、言
語機能、音声機能その他の障害のため意思疎
通支援を図ることに支障がある障害者等に対す
る支援 在 方定基準省令や報酬告示等を改正。

ケアホームのグループホームへの一元化

一元化後のグループホームを介護サービス包括型と外部サー

る支援の在り方

精神障害者及び高齢の障害者に対する支援の
在り方

ビス利用型の２類型とし、サテライト型住居を創設。これに伴
い、指定基準省令や報酬告示等を改正。

※上記の検討に当たっては、障害者やその家
族その他の関係者の意見を反映させる措置を
講ずることとされている。
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① 重度訪問介護の対象拡大① 重度訪問介護の対象拡大
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○ 重度訪問介護の対象に 「知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害

①重度訪問介護の対象拡大について

○ 重度訪問介護の対象に、「知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害

者であって常時介護を要するもの」を新たに追加することとしている。

○ 対象者の具体的な要件は 以下のとおりとしている○ 対象者の具体的な要件は、以下のとおりとしている。

・ 障害支援区分４以上、かつ、

・ 現行の障害福祉サービスにおける障害程度区分の認定調査項目のうち、行動関連項目等

（11項目）の合計点数が８点以上である者（平成26年度からの障害支援区分への変更に伴（11項目）の合計点数が８点以上である者（平成26年度からの障害支援区分への変更に伴

い、認定調査項目や選択肢の変更に合わせ、所要の見直しを行う。具体的には、従来の項

目を踏襲した12項目とし、基準点は10点以上とする。）

○ 指定基準及び報酬は現行のとおりとする。また、従事者の要件については、障害特性に応じ

た研修を受講しておくことが望ましい旨を別途、事務連絡等で周知を図る予定である。なお、従

事者の研修に いては 行動障害を有する者の障害特性に関する研修を新たに設定する とと事者の研修については、行動障害を有する者の障害特性に関する研修を新たに設定することと

している。

○ 対象拡大後 重度訪問介護 具体的な基準 解釈や新たな 修 内容等 詳細○ 対象拡大後の重度訪問介護の具体的な基準の解釈や新たな研修の内容等の詳細について

は、障害者の地域生活の推進に関する検討会等の議論の結果も踏まえつつ、今後、平成26年

４月の施行に向けて、順次お示ししていくので御了知願いたい。
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重度訪問介護の対象拡大後における行動障害を有する者への支援について

行動障害を有する者に対する支援のイメージは、具体的には以下のとおりとなる。
・ 相談支援事業者を中心とした連携体制の下で、
・ 行動援護事業者等が一定期間、問題行動のアセスメント（※）や居宅内環境調整等を行いつつ、
・ 居宅介護や他のサービスによる支援を行いながら、

支援の流れ（イメ ジ）

居 介護 他 支援を行 な 、
・ サービス担当者会議等における連携により支援方法等の共有を進め、
・ 支援方法等が共有された段階で、サービス等利用計画の変更を行い、重度訪問介護等の利用を開始する。

支援の流れ（イメージ）

相談支援事業者

サ サ サ ビス担当者会議等

サービス担当者会議等における連携サ
ー

ビ

サ
ー
ビ
ス
等

行動援護
問題行動 セ メ ト ）

サ
ー
ビ
ス
等

サービス担当者会議等
における連携

重度訪問介護ビ
ス
担

当

者

等
利
用
計
画

問題行動のアセスメント（※）
居宅内環境調整等

居宅介護（適宜）

等
利
用
計
画

重度訪問介護

行動援護
（必要に応じて）

者

会

議

等
の
作
成

居宅介護（適宜）

他のサービス

画
等
の
変
更

他のサービス

※ 地域において行動援護事業者の確保が困難な場合等であって市町村が認める場合については、発達障害者支援センター・障害福
祉サービス事業・施設等の職員、或いは臨床心理士などの専門家であって、行動障害に関する専門知識や経験を有する者によるアセ
スメント等を行うことも想定。
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行動障害がある者に対するアセスメントから支援までのプロセス

「障害者の地域生活の推進に関する検討会（第７回）」資料より作成

行動障害がある者に対するアセスメントから支援までのプロセス

・問題行動のアセスメントや居宅内環境調整等については 以下のプロセスにより行う問題行動のアセスメントや居宅内環境調整等については、以下のプロセスにより行う。

・この支援計画に基づき、すべての事業者が支援方針や支援方法を共有する。

①アセスメント

行動観察・情報収集

行動の分析・理解

障害特性の理解

・本人が困っていること
・本人ができる事、強み の把握
・本人の特性

②支援の計画

障害特性の理解

Ａ．本人の困難を軽減したり取り除く

Ｂ．本人ができること、強みを活用する

※支援計画は場面ごと、工程ごとに丁寧に作る必要

・Ａ，Ｂを組み合わせた具体的なツールの作成や
構造化、環境調整などの支援計画の立案。
・支援の方向性は基本に忠実に。
・具体策やツールは個別化する。

③支援

※支援計画は場面 と、 程 とに丁寧に作る必要
がある。
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１．現行の基準

○ 行動関連項目 認定調査項目 うち行動 関する 項目 んかん（ 項目）

障害支援区分への見直しに伴う行動援護に関する基準の見直しの概要

○ 行動関連項目：認定調査項目のうち行動に関する１１項目＋てんかん（１２項目）
○ 基 準 点：各項目ごとに０～２点の重みづけを行い、合計点８点以上

（１）障害支援区分への見直しの影響

２．見直しの内容

（１）障害支援区分への見直しの影響
① 認定調査における行動障害の評価の変更

「現在の環境で行動上の障害が現れたかどうかに基づき判断」
→「行動上の障害が生じないように行っている支援や配慮、投薬等の頻度を含め判断」

② 調査票の選択肢の変更
「大声・奇声を出す」、「突発的な行動」の２項目において、「日に頻回」が削除され、「ほぼ毎日」が最上位となる。

【現行 点 上 者（ 件） 評価 平均】

大声 奇声を出す」、 突発的な行動」の２項目において、 日に頻回」が削除され、 ほぼ毎日」が最上位となる。
（２）影響度合い

障害支援区分のモデル事業と同様の調査手法で収集したデータ（平成25年度障害者総合福祉推進事業「強度行動障害支援初任者養成研修プログ
ラム及びテキストの開発について」（独立行政法人国立のぞみの園）における調査データ）222件を分析したところ次の通り。

【現行の８点以上の者（124件）の評価の平均】
（現行）12.6点 → （見直し後）14.5点 [＋1.9点]
※うち、現行８点～10点の者については平均 [＋2.9点]

（３）見直し内容
項目については 従来の項目を踏襲した12項目とし 基準点は10点以上とする

①コミュニケーション

②説明の理解

③異食行動

④多動・行動の停止

⑦他人を傷つける行為

⑧不適切な行為

⑨大声・奇声を出す

⑩突発的な行動
基準点：８点以上→１０点以上

項目については、従来の項目を踏襲した12項目とし、基準点は10点以上とする。

④多動・行動の停止

⑤不安定な行動

⑥自らを傷つける行為

⑩突発的な行動

⑪過食・反すう等

⑫てんかん

準点 点 点

(４)その他(４)その他
① 現行の障害程度区分の認定に基づき行動援護の基準を満たすものとされた者については、別途経過措置を講ずるものとする。
② 行動援護以外で同様に行動関連項目の基準を引用している場合についても同様の取扱いとする。
③ 平成26年度に障害支援区分施行後の行動関連項目の基準点に関する影響度合いを確認する。
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② 共同生活介護と共同生活援助の一元化② 共同生活介護と共同生活援助の 元化
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